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新 旧 

４ 地域再生計画の目標 

  （略） 

（目標１）汚水処理施設の整備の促進  

（汚水処理人口普及率を６５．９％から７８．２％に向上） 

（略） 

５ 目標を達成するために行う事業  

５－１ 全体の概要  

豊かな自然環境を保全し、魅力ある快適なまちづくりを進めるため、公共下水道（平

成１８年３月認可済み）については、認可区域の早期整備の促進を図り、農業集落排

水施設(平成２２年３月事業採択予定)の整備を進め、公共下水道と農業集落排水施設

の事業区域を除く市内全域について、個人設置型の浄化槽の設置促進に努め、汚水処

理施設の効果的な整備を図る。あわせて、自然環境の保全や住居環境の充実を図るた

めの事業を行う。  

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業  

汚水処理施設整備交付金を活用する事業  

[事業主体]  

いずれも那珂市  

[施設の種類]  

・公共下水道、農業集落排水、浄化槽（個人設置型）  

 [事業区域]  

・公共下水道       那珂市の認可区域  

・農業集落排水      那珂市鴻巣地区 

・浄化槽（個人設置型）  那珂市の全域（ただし、公共下水道・農業集落排水施設

の事業区域を除く）  

 

４ 地域再生計画の目標 

  （略） 

（目標１）汚水処理施設の整備の促進  

（汚水処理人口普及率を６５．９％から７６．０％に向上） 

（略） 

５ 目標を達成するために行う事業  

５－１ 全体の概要  

豊かな自然環境を保全し、魅力ある快適なまちづくりを進めるため、公共下水道（平

成１８年３月認可済み）については、認可区域の早期整備の促進を図り、公共下水道

と農業集落排水施設の事業区域を除く市内全域について、個人設置型の浄化槽の設置

促進に努め、汚水処理施設の効果的な整備を図る。あわせて、自然環境の保全や住居

環境の充実を図るための事業を行う。  

 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業  

汚水処理施設整備交付金を活用する事業  

[事業主体]  

いずれも那珂市  

[施設の種類]  

・公共下水道、浄化槽（個人設置型）  

[事業区域]  

・公共下水道       那珂市の認可区域  

・浄化槽（個人設置型）  那珂市の全域（ただし、公共下水道・農業集落排水施設

の事業区域を除く）  

 

 

（別紙）新旧対照表 
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[事業期間] 

・公共下水道       平成２０年度～２３年度  

・農業集落排水      平成２２・２３年度 

・浄化槽（個人設置型）  平成２０年度～２３年度  

[整備量]  

・公共下水道       φ２００・２５０mm   １６，０００ｍ 

・農業集落排水      φ１５０～２５０mm    ４，９００ｍ 

・浄化槽（個人設置型）  ６４０基  

なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。  

公共下水道で３，８００人、農業集落排水で３００人、浄化槽で１，８００人 

[事業費]  

公共下水道           １，３５０，０００千円  

（うち、国費 ６７５，０００千円） 

農業集落排水            ４４０，０００千円  

（うち、国費 ２２０，０００千円） 

浄化槽               ２０８，２００千円  

（うち、国費  ６９，４００千円） 

合計              １，９９８，２００千円  

（うち、国費 ９６４，４００千円） 

 

 

[事業期間] 

・公共下水道       平成２０年度～２３年度  

・浄化槽（個人設置型）  平成２０年度～２３年度  

 

[整備量]  

・公共下水道       φ２００mm   １４，５００ｍ 

・浄化槽（個人設置型）  ６４０基  

なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。  

公共下水道で３，６００人、浄化槽で１，８００人 

  

[事業費]  

公共下水道             ８７０，０００千円  

（うち、国費 ４３５，０００千円） 

浄化槽               ２０８、２００千円  

（うち、国費 ６９，４００千円） 

合計              １，０７８，２００千円  

（うち、国費 ５０４，４００千円） 

 

 

 


